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議案第69号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件

特別職の職員の給与に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第８条 （略） 第１条～第８条 （略）

附 則 附 則

１～３ （略） １～３ （略）

４ 平成21年６月から令和７年12月までの間に支給する特 ４ 平成21年６月から令和６年12月までの間に支給する特

別職の職員の期末手当の額は、第７条および附則第６項 別職の職員の期末手当の額は、第７条および附則第６項

ただし書の規定にかかわらず、これらの規定により算出 ただし書の規定にかかわらず、これらの規定により算出

した額から、当該算出した額に市長にあっては100分の した額から、当該算出した額に市長にあっては100分の

10、副市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理 10、副市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理

者にあっては100分の５を乗じて得た額（その額に１円 者にあっては100分の５を乗じて得た額（その額に１円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減 未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減

じて得た額とする。 じて得た額とする。

５ （略） ５ （略）

６ 平成21年12月１日から令和８年３月31日までの間に支 ６ 平成21年12月１日から令和７年４月30日までの間に支

給する特別職の職員の給料月額は、第３条の規定にかか 給する特別職の職員の給料月額は、第３条の規定にかか

わらず、別表に掲げる給料月額から、当該給料月額に市 わらず、別表に掲げる給料月額から、当該給料月額に市

長にあっては100分の10、副市長、常勤の監査委員およ 長にあっては100分の10、副市長、常勤の監査委員およ

び地方公営企業の管理者にあっては100分の５を乗じて び地方公営企業の管理者にあっては100分の５を乗じて

得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当および 得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当および

退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲 退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲

げる給料月額とする。 げる給料月額とする。

７および８ （略） ７および８ （略）
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議案第70号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する

件

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第８条 （略） 第１条～第８条 （略）

附 則 附 則

１および２ （略） １および２ （略）

（期末手当に関する特例措置） （期末手当に関する特例措置）

３ 平成21年６月から令和７年12月までの間に支給する教 ３ 平成21年６月から令和６年12月までの間に支給する教

育長の期末手当の額は、第４条および附則第５項ただし 育長の期末手当の額は、第４条および附則第５項ただし

書の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額 書の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額

から、当該算出した額に100分の５を乗じて得た額（そ から、当該算出した額に100分の５を乗じて得た額（そ

の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

た額）を減じて得た額とする。 た額）を減じて得た額とする。

４ （略） ４ （略）

（給料月額に関する特例措置） （給料月額に関する特例措置）

５ 平成21年12月１日から令和８年３月31日までの間に支 ５ 平成21年12月１日から令和７年４月30日までの間に支

給する教育長の給料月額は、第３条第１項の規定にかか 給する教育長の給料月額は、第３条第１項の規定にかか

わらず、同項に規定する給料月額から、当該給料月額に わらず、同項に規定する給料月額から、当該給料月額に

100分の５を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただ 100分の５を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただ

し、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給 し、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給

料月額は、同項に規定する給料月額とする。 料月額は、同項に規定する給料月額とする。

６ （略） ６ （略）
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